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【研究要旨】出生前遺伝学的検査について社会的に理解される検査体制と充実した妊婦の支援体

制を構築することを目的に研究を行うため、分担研究⑤において妊娠についての相談支援体制に

関する諸外国の取り組みを海外論文、WEB調査し、出生前診断後のフォローについて、諸外国の妊

娠相談の現状について、妊娠・育児を含めて妊娠についての相談支援体制について検討した。 

 

A. 研究目的 

出生前検査とその支援体制について、近年国内

でも社会的関心が高まっている。研究⑤では、出

生前遺伝学的検査について社会的に理解される検

査体制と充実した妊婦の支援体制を構築すること

を目的に研究を行うこととした。 

本調査の目的は、海外の人々が NIPT を含む出生

前検査について、さまざまな知識や情報を得てい

ると考えられるが、出生前検査の各国の状況や受

検体制を把握し、社会的に理解される検査体制と

充実した妊婦の支援体制を構築することを目的と

している。 

 

B. 研究方法 

本調査では、出生前検査に関する WEB サイト、

PubMedを参照して実施している。本調査では、出

生前検査とその支援体制が充実していると報告さ

れているドイツ、デンマーク、オランダ、フィンラ

ンド、オーストラリアといった欧州やオセアニア

の諸国を中心に調べ、中東やアフリカの状況を加

えて報告することとした。 

 

C. 研究結果  D. 考察 

＜ドイツ＞ 

1995 年に「妊娠の葛藤状態の回避および克服の

ための法律(略称「妊娠葛藤法」)が成立(2009 年改

正)、妊娠葛藤相談所と呼ばれる公的な相談機関を

全国 1,500 箇所に設置される 1)。ドイツでは中絶

を受ける前に、必ず「妊娠葛藤相談所」で相談をし

て、中絶以外の選択肢について丁寧に説明を受け

る。妊婦本人のみ自己決定権があり、人工中絶の

うち出生前診断後は約 4％である。妊娠葛藤相談

所では、4 万人に 1 人の「相談員」と呼ばれる、主

に社会福祉士プラス研修を受けた人達がケース対

応している 2,3）。どうしても知られずに出産したい

場合には、「内密出産」と言って、家族にも職場に

も知られずに出産できる方法もある。 
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＜デンマーク＞ 

人工妊娠中絶に関する最初の法律の施行は

1939 年で、それまでは中絶は刑法で (1866 年施

行, 1930 年に改正)、1930 年までは中絶は母体の

生命に危険を及ぼすと判断された場合のみ合法で

あった 4）。新しい法律では、対象となる妊娠周期

が延長され、医学的 (女性の疾病)、倫理的 (レ

イプによる妊娠など)、そして優生的 (遺伝的病

気) などの 理由が明確に定義され中絶が容易に

なった。しかし効果的な出産調節を求める国民の

要望とは裏腹に社会的な理由による中絶 (女性の

社会的あるいは家庭状況) は承認されなかった。 

1970 年の法令では社会的理由も含め、38歳以

上の女性で最低４人の子どもを同居扶養している

場合には中絶の権利を認めている。これは 1973

年に通過した中絶を認める法案 (法令 350号, 

1973 年 6 月 13 日) と変わりがない。この法令は

デンマーク在住の 18歳以上の女性は、妊娠 12 週

までは理由を述べることなく公立病院にて無料で

中絶する権利があるとした。それ以降については

特別の許可が必要でこの法令は現在も施行されて

いる。 

2004 年に出生前診断とスクリーニングに関す

る新しい国家政策が規定された。出生前診断及び

スクリーニングは、デンマーク市民には無料であ

る 5)。全ての妊婦に対し第 1三半期に血清マーカ

ーおよび NT測定が、第 2三半期に超音波断層法

による形態異常のスクリーニングが提供される

5)。 

 

＜オランダ＞ 

全ての妊婦は、胎児形態異常のスクリーニング

について、妊娠初期にカウンセリングを受ける。

この遺伝カウンセリングの費用は保証される。第

１三半期に提供される血清マーカーおよび NT測

定、羊水穿刺又は絨毛採取についても、受検を選

択した場合の費用は保証される 5)。胎児異常によ

る妊娠中断のどの段階で心理社会的ケアを行うこ

とが最も意味があるのか調査では、オランダの女

性 76 名とパートナー36 名を対象に、オンライン

アンケートに回答するレトロスペクティブコホー

ト研究がある 6）。女性はパートナーよりも心理社

会的ケアの必要性を感じていた。両親は、感情的

な対応をサポートしてくれる精神的な医療従事者

からのサポートを希望していた。妊娠中絶後、

41％の女性が病院外の心理社会的専門家を訪れて

おり、組織的なアフターケアの必要性が明らかに

なった。結論として、診断、意思決定、妊娠中

断、アフターケアの段階では、様々な分野の専門

家が協力する必要があり、アフターケアでは、悲

嘆のカウンセリング、亡くなった児の存在を認め

ること、将来の妊娠の可能性などに注意を払うべ

きであることが分かった。 

 

＜フィンランド＞ 

「ネウボラ」とは、フィンランド語で「アドバ

イスの場所」（ネウヴォ neuvo）はアドバイス・

助言）を意味する。出産・子どもネウボラとは、

妊娠期から就学前にかけての子ども家族を対象と

する支援制度であり、「かかりつけネウボラ保健

師」を中心とする産前・産後・子育ての切れ目な

い支援のための地域拠点を指す 7）。 

出産ネウボラは 1920年代の民間の周産期リス

ク予防活動を出発点とし、1944 年に制度化さ

れ、運営主体は市町村、利用は無料である。今

日、「出産・子どもネウボラ」はほぼ 100 ％に近

い定着率であり、普遍性、支援の連続性に特徴が

ある。同じネウボラ保健師が、産前から定期的に

対話を重ね子ども家族との信頼関係を構き、個別

の子ども家族への的確な支援のために、必要に応

じて専門職間・他機関（医療、子どもデイケア、

学校等）のコーディネート役となる。ネウボラ保

健師は、あらゆる所得・経済階層の子ども家族に

とって身近な存在であり、多様な家族に対応でき

るよう専門教育を受けた専門職である。 
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＜オーストラリア＞ 

先天異常又は染色体異数性に対するスクリーニ

ングプログラムは国家により規定されており、妊

婦は適切な時期に利用可能な全ての出生前検査の

存在、利点、関連するリスク、そしてこれらの検

査から生じる可能性のある困難な決定について、

産婦人科医より知らされる 8)。出生前検査は、コ

ンバインド検査として初期スクリーニングで実施

されている 8）。一部の費用は無料であるが、多く

は保険適応外である。NIPT は一般的な検査とな

りつつあり、特に異常な経過でなくとも希望によ

り、検査は保険適応外で受けることができる。オ

ーストラリアでは、全州において人工妊娠中絶が

合法とされ、妊娠 22週までは母親の意思による

中絶が可能とされている。 

 

＜中東やアフリカ＞ 

エジプトでは、女性の生命を救う以外の目的で

の妊娠中絶は、厳しく法律で禁じられている 9）。

これは、中東や北アフリカのほとんどの国で言え

ることで、チュニジアとトルコは例外で、人工妊

娠中絶法について寛容である。世界保健機関によ

れば、2003年の中東および北アフリカにおける

妊娠中絶者は 150 万人にのぼる。不衛生な環境で

あったり、専門医以外の施術者が行ったりするこ

とがある。このような妊娠中絶によるトラブル

は、この地域における妊婦死亡の原因の約 11％

を占める。 

 

＜シンガポール＞ 

シンガポールでは妊娠中絶は法律で定められてい

る。妊娠中絶を行える病院は指定されており、指

定医のみ施行可能である。シンガポール国籍をも

つ、ビザを持つなど妊娠中絶を受ける側も適応が

決められている。年齢制限はなく、妊娠中絶を受

ける前にカウンセリングを受けることが必須とな

っている。妊娠中絶後アフターカウンセリングは

カウンセリング認定医師か看護師が行うこととな

っており、不安が強い場合、民間施設の心理カウ

ンセラー、Post abortion 心理カウンセラーが対応

することも可能である。  

産科医療体制はイギリス式である。家庭医が妊

娠 34 週くらいまで診察を行い、分娩は産婦人科専

門医が行う。 

出生前診断は、35 歳以上の妊婦に対しては家庭

医がアナウンスすることとなっている。 
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E. 結論 

出生前診断後のフォローアップ体制の構築が望

まれる。アフターケアでは、悲嘆のカウンセリン

グ、亡くなった児の存在を認めること、将来の妊

娠の可能性などに注意を払うべきである。日本で

は保育所利用割合が低く、幼児教育・保育への 公

的投資額が低い。フィンランドなど北欧では妊娠・

育児についてのヘルスワーカーのシステムが充実

している。中東、アフリカ、アジアの一部では、人

工妊娠中絶がいまだに安全に行えないケースが多

い。 
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